
2019年2月19日 こくろうとうかい 定年延長他NO.１

【定年延長に関する事項】
１. 定年が６５歳となる（昭和44年４月２日生まれ以降の社員 ）
２. 対象社員は50歳から定期昇給がなし
３. 60歳以降の基本給は60歳時点の基本給の70％
４．管理者は原則として役職定年となる
５．退職金は６０歳で決定し、６５歳まで勤め上げると１０ポ

イント加算
【調整手当・通勤手当に関する事項】
１. Ｃ・Ｄ級地を廃止し、Ａ級地20,000円、Ｂ級地10000円

としてすべての社員に22,000円を基本給に組み込む
２. モニター制度を廃止し、新幹線通勤定期の利用となる。現

在モニター以外の社員も認められた場合新幹線通勤が可能
【割増賃金に関する事項】
１. 1時間の単価計算に職務手当が含まれる
２. Ｃ単価45/100 Ｄ単価160/100に増額
【特殊勤務手当に関する事項その他】
１. 非常呼出や病室看護手当以外は職務手当となり、月額支給
２．１５年表彰、効績章、運転無事故表彰の廃止
３．３０年表彰の新設
４．社宅の料金の改訂、社宅や寮のクリーニング料金の徴収
５．社宅の年齢要件は４５歳未満
６．持家住宅取得一時金300,000円の新設（40歳未満）
７．一般住宅補給金を月額35,000円に定額化

新しい人事賃金制度等の見直し


